
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 
（１）地域の災害のリスク 

 はじめに養老町地域防災計画に基づき、本町の災害特性や防災上の特性、地域において考慮す

べき災害リスクについて記載する。 

 

１．自然的条件 

◆位 置 

当町は、岐阜県の西南部、濃尾平野の最西端に位置し、北は大垣市と垂井町に、南は海津市に、

東は揖斐川を挟んで海津市と輪之内町に、西は大垣市と三重県のいなべ市など、３市２町と町境

をなす、東西約 10㎞、南北約 12㎞、面積 72.14km2の町である。 

 

◆地勢及び気象条件 

当町は、濃尾平野の最西端にあり、西側には急峻な養老山系が連なり、そこから扇状地を経て、

東側には中小河川によってできた平野が開けている。 

地質構造上からは、養老山地の大部分は古生代の古生層からできているが、東麓のなだらかな

傾斜で細長く続いている扇状地は、新生代の第四紀前半の洪積層、津屋川より東の平野は第四紀

後半の沖積層からできている最も新しい地層である。 

西部の養老山地は、ほぼ南北に走り、山腹から麓にかけての斜面は、大きな落差の断層のため

急な崖となり、多くの谷がみられ、滝も多い。また、そこから続く扇状地は、そのほとんどが砂

や小石からできているため、谷川の水は地下にしみこみ、扇状地の末端で「河間」と呼ばれる泉

となって沸き出している。 

気象条件は、太平洋気候に属し、比較的温暖多湿である。冬は北西の季節風が強く、山間地で 

は相当な降雪がある。年平均気温は 16.8℃、年間降水量は 2,249.5㎜（令和３年）である。 

 

２．社会的条件 

◆人口 

当町の人口は、昭和 40年の 27,695人を境にそれまでの減少傾向から増加傾向に転じ、その後、

町内や周辺地域への工業立地が順調に進んだことから流入人口による着実な伸びがみられたが、

平成７年の 33,694人をピークに減少に転じ、令和２年には 26,882人となっている。また人口は

減少傾向にあるものの、世帯数は増加傾向にあり、核家族化や高齢者の一人世帯の増加が要因と

して考えられる。 

 

◆交通 

 当町の北部には、東西に名神高速道路が通過しているが、平成29年10月に、東海環状自動車道

養老インターチェンジが、平成30年６月には、名神高速道路養老サービスエリアスマートＩＣが

開通するなど、新たな道路網の整備が進んでいる。国道は、大垣ＩＣより町の東部を通り海津市

を経て三重県桑名市に至る国道258号があり、県道は主要地方道３路線、一般県道７路線があり、

大垣市をはじめ周辺地域と結んでいる。 

鉄道は、大垣市と桑名市を結ぶ養老鉄道が通過しており、本町内に鳥江駅、美濃高田駅、養老

駅の３駅がある。大垣市へは、15分程度で行けるが、運行本数が少ない点が問題となっている。 

 

 



（１）地域の災害リスク 

 当町では、地形の条件から水害・土砂災害による被害は多大である。なお、各災害概要及び 

予想される災害の概況は次のとおりである。 

 

①水害 

水害は、昭和34年9月の伊勢湾台風時のように牧田川堤が決壊した場合は、決壊付近の家屋の

流出・人命災害のほか、浸水も池辺・笠郷・上多度（三郷地区）・広幡地区の全域が床上浸水又

は床下浸水し、しかもそのたん水は20余日程度の長期が予想される。いずれも台風又は豪雨に起

因する湛水、溢水、破堤等の水害である。 

 当町ハザードマップによると、牧田川氾濫時には北東部において5.0ｍ～10.0ｍの浸水が予想

されており、南部においては3.0ｍ～5.0ｍの浸水が予想されており、その他の地域でも0.5ｍ～

3.0ｍの浸水被害が想定される。一方、揖斐川氾濫時には中南部全域で5.0ｍ～10.0ｍの浸水が予

想されている。 

※出典：養老町地域防災計画およびハザードマップ 

 

②土砂災害 

古くから砂防事業に着手しており、歴史的砂防施設が数多く存在することからも明らかなよう

に、山地の崩壊、土石流等による災害が予想される。当町のハザードマップによると、養老山及

び象鼻山周辺に土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域が指定されており、土石流とがけ崩れ

の被害が予想される。国土交通省ハザードマップポータルサイトによると、図②－１の通り急傾

斜地の崩壊は養老公園周辺で特別警戒区域に指定されている。また図②－２土石流は養老山脈沿

いを走る県道56号線の多くで警戒区域に指定されている。下図はどちらも赤色に塗りつぶされた

箇所が特別警戒区域を、黄色に塗りつぶされた箇所が警戒区域区域を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図②－１：急傾斜地の崩壊の想定地図     図②－２：土石流の想定地図 

※出典：養老町地域防災計画、国土交通省ハザードマップポータルサイト 

 

 



③地震 

当町の地域防災計画によると、南海トラフ巨大地震発生時には最大震度6弱、養老-桑名-四日

市断層帯地震発生時には最大震度7が予想されている。また、当町東部の平坦部全域は軟弱地盤

のため、特に強い揺れとそれによる液状化が懸念される。被害想定の詳細は以下の通りである。 

 南海トラフ巨大地震 養老-桑名-四日市断層地帯 

最大震度 6弱 7 

液状化危険度（PL＞15

の町域面積比率） 

51% 58% 

建物被害

（棟） 

全壊 987 5,300 

半壊 2,412 4,679 

 

 

④感染症 

令和２年３月頃から日本全国のみならず、世界的に新型コロナウィルス（COVID-19）が大流行し

た。当町においても感染が発生し、これまでの生活様式が大きく変わった。新型コロナウイルスに

限らず、新型インフルエンザや麻疹、風疹、その他感染症の発生により、医療崩壊や経済活動の

停止による被害が懸念される。 

出典：養老町国土強靭化地域計画 

 

（２）商工業者の状況 

・商工業者等数  ９４２事業者 

・小規模事業者数 ７０３事業者 

《内訳》 

 業     種 商工業者数 小規模事業者数 立地状況等 

商

工

業

者 

農林漁業 30 25 

 

建設業、製造業 

及びサービス業

については、町内

に分散して立地

している。 

卸売・小売業につ

いては商店街の

ある高田地区に

多い。 

宿泊・飲食業につ

いては養老山の

中腹に多く立地

している 

鉱業、砕石、砂利 1 1 

建設業 145 141 

製造業 168 120 

電気・ガス・熱供給・水道業 2 2 

情報通信 3 3 

運輸・郵便 35 25 

卸・小売 274 179 

金融・保険 10 7 

不動産 13 13 

学術研究 20 0 

飲食 86 61 

生活関連サービス 娯楽 82 77 

教育・学習 17 14 

医療福祉 16 15 

複合サービス 6 5 

サービス業（他に分類しない） 34 15 

 合    計 942 703 

出典：令和3年経済センサス 



（３）これまでの取組み 

①養老町の取組み 

・養老町地域防災計画の策定（令和6年10月1日度改定） 

・防災訓練の実施（年1回実施、直近では令和6年8月に実施） 

・養老町国土強靭化地域計画の策定（令和6年11月25日策定） 

・防災備品の備蓄（養老町役場、防災備蓄倉庫、水防倉庫等にて分散して備蓄） 

 

 

②養老町商工会の取組み 

・事業者ＢＣＰに関する研修会に参加（年1回開催、直近では令和6年7月18日開催） 

・事業者ＢＣＰの普及と防災域の啓発（商工会職員による巡回及び窓口に普及チラシを常設） 

・事業者ＢＣＰ作成支援事業者実績（2件） 

・事業継続力強化計画認定事業者実績（2件） 

・防災備品の整備（救急用具、懐中電灯など） 

 

Ⅱ 課題 

①事業継続意識の向上と事業者 BCP策定 

小規模事業者の多くは、限られた人員体制で日々の経営活動を行い、経営課題の解決に対応せ

ざるを得ないため、自然災害及び新型感染症などへの事前対策が遅れがちになり、事業者 BCP

への関心が低く取組み意欲も希薄である。したがって、まずは事業継続への意識を高める啓発活

動が不可欠で、その上で事業継続に向けた事業者 BCPを策定していく必要がある。さらに、当町

は山間部と平野部を有しており、事業者は町内全域に広く分布している。そのため、養老町地域

防災計画やハザードマップで想定される自然災害が大きく異なっている。また、各事業者によっ

て有する経営資源も大きく異なるため、個社の実情に合わせたハンズオンによる事業者 BCPの策

定支援を実施する必要がある。 

 

②商工会職員の支援スキルの習得 

当会はこれまで、経営改善普及事業や経営発達支援事業を通じて、事業者の経営環境整備や事

業収益確保に向けた支援に取り組んできたが、自然災害・新型感染症の発生に対応する事業継続

支援のための知識や経験を有していない。したがって、小規模事業者へ効果的な事業継続対策を

支援していくためには、商工会職員が一定の支援スキルを習得していく必要がある。 

 

③災害発生時の体制強化 

 当会 BCPの策定から間もないこともあり、現時点においては自然災害・新型感染症発生時の運

用が不安視される。また、当会においては当町をはじめ各関係機関との具体的な連携体制が整備

されていない。有事において商工会活動重要業務の早期復旧及び関係機関との情報共有を図るこ

とができるよう体制を整備する必要がある。 

 

 

 

Ⅲ 目標 

 自然災害・新型感染症等の発生時において、影響を最小限に止め事業継続を実現できる小規模

事業者を数多く創出することで、地域の経済と雇用の維持・安定目指す。その実現に向け、有事

前においては事業継続に資する事業者 BCPの策定支援を強化するとともに、事後においては迅速

な商工会活動の復旧と関係機関との連携体制の構築を図るため、以下の目標を設定する。 



①事業継続意識の向上と事業者 BCP策定 

巡回指導やセミナー開催を通じて事業活動に影響を与える自然災害・新型感染症等リスクを周

知し事前対策の必要性を周知するとともに、事業所立地や経営状況など個社の実情に則した事業

者 BCPの策定を支援する。 

 

（目標件数） 

・事業継続に関する巡回指導件数：年２４件 

・事業者 BCP 策定セミナー開催：年１回 

・事業者 BCP 策定支援事業者数：年４事業者 

・事 業 者 BCP 策 定 事 業 者 数：年２事業者  

 

②商工会職員の支援スキルの向上 

 事業者 BCP策定の推進にあたって必要となる一定のスキルを習得するため、岐阜県商工会連合

会が開催する研修会に参加し体系的な知識を得るとともに、専門家との支援連携時において具体

的な策定支援手法を身に付ける。あわせて、定期開催する職員会議において支援ノウハウを共有

していく。 

 

③災害発生時の体制強化 

 災害発生時において商工会活動の一刻も早い再開に向け、商工会自身の事業継続計画の確実な

運用がなされるよう、定期的な訓練実施と計画内容のブラッシュアップに取組む。 

 また、当町と当会とが被災状況や発生後対応に関する情報を共有できるよう、緊急時における

具体的な連携体制を整備する。 

 

 

※その他 

 上記内容に変更が生じた場合は、速やかに岐阜県に報告する。 

 

 

 



 

事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

（１） 事業継続力強化支援事業の実施期間 
令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 
 養老町商工会と養老町の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

  

＜１．事前の対策＞ 

１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

①啓発活動 

自然災害に対する啓発活動 

・職員による巡回指導時にハザードマップを用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリスク

を周知するとともに事前対策の必要性を訴える。 

・国の施策やリスク対策の必要性、損害保険の概要、一定量の災害備蓄品の確保に関する情報を

掲載し紹介する。また、岐阜県商工会連合会から提供されるチラシ等の普及ツールを同封して

普及を図る。 

・商工会青年部、女性部などの活動において、事業者 BCP策定や訓練等の取組み事例を紹介する。 

 

感染症に対する啓発活動 

・職員による巡回指導時に新型ウイルス感染症は、いつでも、どこでも発生する可能性があり、

感染の状況も日々変化するため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わされ

ることなく、冷静に対応することを周知する。 

・マスクや消毒液等の一定量の備蓄、オフィス内換気設備の設置、IT やテレワーク環境を整備

するための情報や支援策等を会報誌に掲載し紹介する。 

・商工会青年部、女性部などの活動において、事業者 BCP策定や訓練等の取組み事例を紹介する。 

 

②事業者 BCP策定支援 

・事業継続力強化計画を事業者 BCP作成の入口として位置付け、認定制度の情報を普及し計画策

定へと繋げる。 

・事業継続力強化計画を策定した事業者を主な対象として、事業者 BCPの策定による実効性のあ

る取組みの推進や効果的な訓練等について指導及び助言を行う。 

・必要に応じて、岐阜県商工会連合会の事業継続力強化支援事業の専門家派遣制度を活用し、十

分な知見を有する専門家からの助言を受けながら策定支援を進める。 

 

２）商工会自身の事業継続計画の作成 

・当会は令和３年１０月に事業継続計画を作成し、その後令和４年６月に感染症に対応した改定

版を策定した。今後は自然災害発生時等に確実な運用がなされるよう、年１度の定期的な訓練

実施と内容のブラッシュアップを行っていく。 

 

３）関係団体との連携 

・岐阜県商工会連合会の共済担当課と連携を図り、福祉共済、火災共済、ビジネス総合保険など

自然災害リスクへの備えとなる各種保険制度の情報を提供するとともに共済加入相談に対応

する。 

・海津市、垂井町、関ヶ原町、輪之内町、安八町の各商工会と定期的に開催する経営指導員会議



において、啓発活動や策定支援、フォローアップなど各種支援の取組み状況や事例の情報交換

を行う。 

４）フォローアップ 

・普及啓発をしたものの、事業者 BCPを策定していない事業者については、再度巡回等でリスク

周知及び事前対策実施の必要性を訴えていき、事業者 BCPの策定へとつなげていく。 

・策定した事業者 BCPの取組状況を定期的に確認するとともに、必要に応じて専門家を招き計画

の見直しや訓練実施方法について助言を行う。 

・本計画の進捗管理や見直しを行うため、養老町役場産業建設部産業観光課担当者と養老町商工

会法定経営指導員が年1回程度情報共有等を図る。 

 

５）当該計画に係る訓練の実施 

・自然災害（マグニチュード6.0の地震）が発生したと仮定し、年1回当町との連絡ルートの確認

等を行う（訓練は必要に応じて実施する。） 

 

＜２．発生後の対策＞ 

 自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。そのうえで、下

記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

１）応急対応の実施可否の確認 

①自然災害の際の対応 

・発災後１時間以内に、安否確認リストを基に SNS等により職員の安否確認を行う。 

・事務所建物の損壊状況、ライフラインの状況（電気、ガス、水道、通信など）、周辺道路や家

屋の被害状況について確認する。 

・発災当日中に、商工会事務所及び周辺道路の被害状況を当会と当町で共有する。 

 

②感染症の際の対応 

・国内感染者発生後には、職員の体調確認を行うとともに事務所の消毒、職員の手洗い・うがい

等の徹底を行う。 

・感染症流行や新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条に基づき、政府による「緊急事態

宣言」が出た場合は、商工会自身の新型コロナウイルス感染症に係る予防・対応マニュアルに

基づき、感染症対策を行う。 

 

２）応急対応の方針決定 

・当会と当町との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

・職員全員が被災する等により応急対応ができない場合の役割分担を決める。 

・大まかな被害状況を確認し、２４時間以内に情報共有する。 

・本計画により、当会と当町は発生災害の種類・災害の被害状況に応じて、随時情報共有する。 

 

＜被害規模の目安は以下を想定＞ 

大規模な被害がある 

・地区内10％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」等、

比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等、

大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡がとれない、もしくは、交通網

が遮断されており、確認ができない。 



被害がある 

・地区内1％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」等、

比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等、

大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

※なお、連絡がとれない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

 

・窓口 

団体名 
連絡窓口 

第1順位 第2順位 

養老町 産業観光課長 産業観光課係長 

養老町商工会 事務局長 法定経営指導員 

 

＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 

・自然災害等発生時に、地区内小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に行う

ことができる仕組みを構築する。 

・二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことについて決める。 

・当会と当町が共有した情報を、岐阜県の指定する方法にて、当会又は当町より県商工労働政策

課へ報告する。 

 

＜被害情報の流れ＞ 

 

（初動対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県 

（商工労働政策課） 

中部経済産業局 

（中小企業課） 

②報告 

①依頼 

岐阜県商工会連合会 

養老町商工会 ⇔ 養老町（産業観光課） 

②

報

告 

②

報

告 

①

依

頼 



 

 

（被害実態の把握） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

・相談窓口の開設方法について、養老町と相談する（当会は国の依頼を受けた場合は、特別相談

窓口を設置する）。 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

・地区内小規模事業者の被害状況の詳細を確認する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国や県、町の施策）について、地区内小規模事業者へ周知す

る。 

・感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした支

援策や相談窓口の開設等を行う。 

 

＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

・県の方針にしたがって、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣等

を県等に相談する。 

 

 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに岐阜県に報告する。 

 

 

 

岐阜県 

（商工労働政策課） 

中部経済産業局 

（中小企業課） 

④報告 

①依頼 

養老町（産業観光課） ⇔ 養老町商工会 

③

報

告 

②

依

頼 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和３年１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の事

業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導

員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

経営指導員 玉置 康太（連絡先は後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

 ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

 ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ 

 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

  養老町商工会 

  〒503-0302 岐阜県養老郡養老町高田3879-3 

  TEL：0584-32-0549／FAX：0584-32-2862 

  E-Mail：yourou@ml.gifushoko.or.jp 

 

②関係市町村 

  養老町 産業建設部 産業観光課 

  〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798 

  TEL：0584-32-1108／FAX：0584-32-2686 

  E-Mail：10syokou@town.yoro.gifu.jp 
 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに岐阜県に報告する。 

 

 

養老町商工会 

 

・事務局長 

・法定経営指導員 

・業務職員 

・一般職員 

養老町 

 

産業観光課 連携 

養老町 

 

災害対策本部 

 

新型インフルエンザ

等対策本部 

報告 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

必要な資金の額 350 350 350 350 350 

 

 

１．普及・啓発

費 

 ポスター、チ

ラシ印刷費 

 

２．個社支援・

専門家派遣費 

 専門家謝金、

旅費 

 

 

 

50 

 

 

 

 

300 

 

 

 

50 

 

 

 

 

300 

 

 

 

50 

 

 

 

 

300 

 

 

 

50 

 

 

 

 

300 

 

 

 

50 

 

 

 

 

300 

 

 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

会費収入、事業収入など 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

 

 


